
1　重要な会計方針

　　当期より「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日　平成２１年１０月１６日　改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

　　（１）引当金の計上基準

　　　　②特定費用準備資金として「第３回トップアスリート事業」の実施にむけて、財源の確保を目的とし年次計画による資金に充当するための積立金。

　　　　③特定費用準備資金として「地域文化資源創造事業」の実施にむけて、財源の確保を目的とし年次計画による資金に充当するための積立金。

　　　　④特定費用準備資金として「石見銀山世界遺産登録20周年記念事業」の実施にむけて、財源の確保を目的とし年次計画による資金に充当するための積立金。

 

2　基本財産及び特定資産の増減額及び残額（令和７年３月３１日）

令和６年度 単位：円

預　金　先 内 　　 訳 前年度期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産（定期預金） 5,000,000 0 0 5,000,000

基本財産運用益（普通預金） 2,394,674 1,405 0 2,396,079

7,394,674 1,405 0 7,396,079

令和６年度

特定資産（退職給付引当金） 内 　　 訳 前年度期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

山陰合同銀行 退職給付引当金 15,890,804 0 0 15,890,804

特定資産（特定費用準備資金） 内 　　 訳 前年度期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

山陰合同銀行 第３回トップアスリート事業積立金 750,000 600,000 0 1,350,000

山陰合同銀行 地域文化資源創造事業積立金 8,000,000 0 0 8,000,000

山陰合同銀行 石見銀山世界遺産登録20周年記念事業 2,900,000 3,800,000 0 6,700,000

11,650,000 4,400,000 0 16,050,000

27,540,804 4,400,000 0 31,940,804

　

　       ①消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

合　　計

特定費用準備資金合計

特定資産合計

財務諸表に対する注記

公益財団法人 大田市体育・公園・文化事業団

　　　　①令和２年３月の規程改定にともない退職手当については、令和２年4月１日より独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業に
         加盟したため、令和５年３月３１日時での定年退職者に支払った額と自己都合退職による退職手当対象者について、当時の規程に基づく退職手当給付額に
　　　　相当する額を計上している。

三菱UFJ信託銀行

 　（２）その他財務諸表の作成に関する重要な会計方針


